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工事成績評定における評価対象項目 概要 

障害福祉サービス事業者等の活動支援について（継続） 
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概 要 

 

 

 

 

 
評価対象項目（例：一般土木） 

□ 周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。 
□ 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に周辺地域

との調和を図った。 
□ 定期的に広報紙の配布や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーシ

ョンを図った。 
□ 道路清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した。 
□ 地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。 
□ 災害時などにおいて、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を

行った。 
□ 通 学 路 に お け る 児 童 の 見 守 り 活 動 や 交 通 安 全 活 動 に 参 加 す る な ど 、 地 域

の 安 全 に 貢 献 し た 。 
□ 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 等 の 活 動 支 援 に 積 極 的 に 取 り 組 ん だ 。  
□ 森 林 由 来 の カ ー ボ ン ・ ク レ ジ ッ ト の 購 入 を 通 じ て 、 地 域 の 森 林 づ く り に

貢 献 し た 。 
□ その他  理由：                              

〇 福祉事業者等への支援を目的として、公共工事に従事する建設業者（工事現場従事者）が、

福祉事業者等を活用して名刺印刷、クリーニング、清掃業務等の委託等、クッキー等の食料

品等の調達で、地元の福祉事業者等を一定額以上利用した際に、工事の「工事成績評定」に

おいて「地域貢献」の評価項目の１つとして評定点に反映する。 

〇 令和４年度から７年度までを計画期間とする「ぎふ農福連携アクションプラン」の趣旨を

踏まえ、農業分野に限らず、建設業を含む幅広い分野において、福祉事業者等の活動支援に

取り組んできました。 

〇 こうした取組の一環として、公共工事において、建設業者が福祉事業者等を活用し物品等

を調達する取組を、工事成績評定における「地域貢献」の評価項目の一つとして、評定点に

反映してきたところです。 

〇 今後は、「ぎふ農福連携アクションプラン」を継承・統合した「ぎふ農業活性化基本計画

（令和８～１２年度）」を踏まえつつ、建設業全体で福祉事業者等を支援する取組の意義や

効果を考慮し、工事成績評定における当該評価の取扱いを引き続き実施するものです。 
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 障害福祉サービス事業者等の活動支援策とは、当該工事現場従事者が、工事箇所

の同一圏域内※において、福祉事業者等が行う活動、例えば、印刷業務、クリーニ

ング、クッキーの販売、清掃業務等を活用し、これに掛かる経費が２万円（消費税

込）以上又は請負工事費の 0.05%のいずれか安価な額以上の場合に評価する。 

※対象区域は原則「同一圏域内」とするがサービス内容によって、「同一圏域内」

の施設からの調達が困難な場合には、受注者からの協議により、取組みの趣旨に沿

ったものであれば評価の対象とする。（ex.圏域外の隣接市町村の施設等） 


